
会場に入場する方は、以下３点が確認できない場合は入場を許可すること

ができませんので、御注意ください。 

（１）健康状態及び行動の記録 

   ①開催地への出発前１４日間 

   ②会場地入りから競技会期間中 

（２）会場受付での記録の提出 

（３）ID カードの携帯 
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Ⅰ はじめに 

 

 国民体育大会は、国民の間にスポーツを普及し、健康増進と体力の向上を図り、

併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を

明るく豊かにすることを目的として、毎年開催されている国内最大のスポーツ

の祭典です。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大に伴い、多くのスポーツ

大会やイベントが影響を受け、第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国

体」も史上初めて延期を余儀なくされました。未だ終息の目処が見通せない中

にあって、大規模な人の移動や宿泊を伴う国体を開催するためには、全国の感

染状況を注視しながら、感染拡大防止対策の徹底を図ることが重要となります。 

 国においては、日常生活における一人ひとりの心がけや行動変容を求める、

「新しい生活様式」の実践を提唱しているところであり、各都道府県において

も、感染拡大地域への移動の自粛要請など、警戒レベルに応じた対策が行われ

ております。 

 また、日本スポーツ協会は「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防

ガイドライン」及び「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染症拡

大防止に関する基本方針」を策定し、スポーツイベントや国体開催における感

染拡大防止対策の基本的な考え方や基準、留意点等を示しているところです。 

 本ガイドラインは、第７６回国民体育大会冬季大会スキー競技会「美の国あ

きた鹿角国体」の開催に当たり、国の方針や日本スポーツ協会のガイドライン

等を踏まえ、コロナ禍にあっても、「競技会を守り抜くこと」、「感染症の拡大を

誘発させないこと」を目的として策定したものです。 

 選手をはじめ大会に参加する全ての皆様におかれましては、こうした趣旨を

御理解いただき、「安全・安心な国体」、そして「コロナ禍における新たな国体

のモデル」となるよう、本ガイドラインの遵守をお願いします。 

 なお、本ガイドラインは、現段階で得られた知見等に基づき策定したもので

あり、今後の知見の集積や国の方針等を踏まえ、逐次見直すことがあり得るこ

とにご留意ください。 
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Ⅱ 「美の国あきた鹿角国体」の基本方針 

 

１ 本ガイドラインについて 

（１）ガイドラインの対象範囲 

   本ガイドラインは、第７６回国民大会冬季大会スキー競技会「美の国あきた鹿角国体」 

に参加・参画する全ての方（以下、「参加者」という。）を対象とします。 

 

（２）ガイドラインの参照 

  今大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、本ガイドラインに 

基づき、様々な対策を実施することにしておりますので、参加者においては、大会前に 

参照してくださるようお願いします。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症について 

  コロナ禍での大会開催及び参加に当たり、新型コロナウイルス感染症に対する正しい知 

識を持つことが重要です。 

○ 新型コロナウイルス感染症は、ウイルスが目や鼻、のど、気管、気管支等の粘膜に 

ある細胞中に入り込み、増えることで感染します。 

  ○ ウイルスは、健康な皮膚の表面に付着するだけでは感染しません。他の人の汗から

感染することもありません。 

  ○ 発症しても８０％の人は軽症のまま治ります。無症状の人からも周囲に感染させる 

ことがあります。 

  ○ 症状が出る１～３日前から周囲に感染させることが判明しています。 

  ○ 感染した人が近くにいても、互いにマスクをしていれば感染のリスクが小さくなり 

ます。 

  ○ 石鹸を使った手洗いや濃度７０％超のエタノール消毒液を使った手指消毒は効果 

的と言われています。 

 

３ 感染拡大防止対策の方針 

（１）方針 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については、「３密」（①密閉空間、② 

密集場所、③密接場面）の回避、ソーシャルディスタンスの確保、手洗い、咳エチケッ 

トによる飛沫防止、室内の換気等が効果的と言われています。 

  本県では、安全・安心な大会を行うために、「１ 参加者の感染のリスクの軽減」、「２  

感染を拡大させない」という２つの柱を中心に必要な対策や対応を行います。 
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（２）主な感染拡大防止対策 

   上記１、２の２つの対策方針から、県は各分野において、次の感染拡大防止対策を 

行います。 

① 感染防止対策 

  ア マスクの着用及び手洗い・消毒の徹底 

  イ 会場出入り口等への消毒液の設置 

 ウ 入場時における検温の実施 

  エ アクリル板等の設置による飛沫感染防止 

    オ 健康状態の確認 

② クラスター発生予防対策 

  ア 会場入場時の動線の確保 

  イ 定期的な換気の実施 

 ウ 人と人との距離の確保 

  エ バスの乗車人数等の制限 

③ 感染者対策 

  ア 来場者の連絡先等の把握 

  イ 罹患者の症状及び濃厚接触者の把握 

  ウ 関係機関への連絡及び情報提供 

 

４ 大会開催の可否判断 

（１）判断基準 

   大会開催前及び大会期間中において、次の①～⑦の状況が発生した場合、県や市をは 

じめとする主催者は大会開催の可否について協議します。 

  ① 新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された場合 

  ② 秋田県独自の「新型コロナウイルス感染警戒レベル」のレベル３の警戒レベルが発 

令された場合 

  ③ 秋田県内医療機関の新型コロナウイルス感染患者受け入れが対応不可となる恐れ 

がある場合 

  ④ 各都道府県選手団の参集が困難な場合（申込済み参加都道府県数１／４以上） 

  ⑤ 予選会の開催が困難な場合（スキー競技会の予選会の２／３程度が実施に影響を生 

じた場合） 

  ⑥ 競技会に参加している者及び競技運営に係る者に新型コロナウイルス感染症陽性 

感染者が発生し、競技運営に支障をきたす、又はその可能性が想定される場合 

⑦ その他新型コロナウイルス感染症に起因する事象により大会の開催が困難と想定 

される場合 
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（２）緊急事態宣言等が発令された場合 

① 緊急事態宣言が全国に発令された場合 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（以下「特措法」という。）に基づく緊急事 
態宣言が発令された場合、都道府県をまたぐ移動が制限されることから、主催者と協 
議の上、開催を中止します。 

  ② 本県が特定警戒都道府県又は特定都道府県※１に指定された場合 

    全国から多数の参加者が来県し都道府県をまたぐ移動を伴うため、本県において感 

   染のリスクが高い状況下での大会開催は、参加者のみならず地域住民への感染拡大の 

   可能性が高いことから、主催者と協議の上、大会の中止などを視野に入れ、開催判断 

   を行います。 

 

 

 

 

 

 

③ 本県以外の都道府県に対し緊急事態宣言が発令された場合 

    各地域の感染状況や感染拡大リスク等を判断した上で、主催者と協議の上、開催判 

断を行います。 

 

（３）本県独自の「新型コロナウイルス感染警戒レベル」が発令された場合 

  ① 「新型コロナウイルス感染警戒レベル」とは 

本県では、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じた５段階の警戒レベルを次頁の 

とおり設定しています。 

警戒レベルは指標により一律に判断せず、感染者の発生状況（増加率、感染経路の 

由来<県外・県内>、感染の広がり<家庭内にとどまるか、クラスターに拡大するかな 

ど>）や、感染経路不明者数の状況、病床利用率などを踏まえ、総合的に判断するも 

のとしています。 

 ② レベル３の警戒レベルが発令された場合 

    「レベル３」の警戒レベルが発令された場合は、県内において感染拡大の恐れがあ 

り、県民の皆様に対し都道府県をまたぐ不要不急の移動の自粛を要請していること 

等から主催者と協議の上、大会の中止などを視野に入れ、開催判断を行います。 

（※１）特定警戒都道府県/特定都道府県 
 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（以下「特措法」という。）第３２条第

１項に基づく緊急事態宣言が発令された対象区域に属する都道府県を「特定都道府

県」と言い、特定都道府県の中でも特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組みを

進めていく必要がある都道府県を「特定警戒都道府県」と位置づけられています。 
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（※２）国の緊急事態宣言時は特措法第４５条を含め要請が行われますが、 

    宣言前は同法第２４条９項による要請を行います。 
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（４）大会開催の可否判断の流れ 

① 大会開催前 

 

  

  ② 大会期間中 

 

 

STEP.1 STEP.2 STEP.3 STEP.4

開催判断

中止判断

主催者 主催者

開催準備 開催判断 情報提供・共有

情報収集 感染拡大情報 判断 周知

大会期間まで継続

ア　緊急事態宣言の発令状況

イ　「新型コロナウイルス感染警戒レベル」

　のレベル状況

ウ　県内医療機関の感染患者受け入れ状況

エ　各都道府県選手団の大会参加申込状況

オ　予選会の開催状況

カ　競技運営者の感染状況

キ　その他新型コロナウイルス感染症に起因

　する事象

・日本スポーツ協会
・文部科学省（スポーツ庁）
・秋田県
・鹿角市
・全日本スキー連盟

☆　大会開催判断

STEP.1へ戻る

・日本スポーツ協会
・文部科学省（スポーツ庁）
・秋田県
・鹿角市
・全日本スキー連盟

参加者及び県民へ

の周知

ア 各都道府県体育・スポーツ協会
イ 各都道府県スキー連盟
ウ 各都道府県スポーツ主管課
エ 報道機関
オ その他関係者

周知

STEP.5

開催判断

主催者

情報提供・共有状況確認

STEP.1 STEP.2 STEP.3 STEP.4

情報収集 感染拡大情報 大会中止判断 中止の決定

主催者

大会開催が困難な

事案等の発生

＜大会開催判断＞

大会開催判断基準に該当する状況か否か

・実施本部（秋田県・鹿角市ほか）
・全日本スキー連盟

＜競技会の状況＞

ア 感染（疑い）者の有無

イ 体調不良者の有無

ウ その他競技会開催が困難な事案等の発生

の有無

大会中止判断の判断方針

ア 大会開催判断基準に該当する状況が発生

した場合

イ 競技会において感染者が発生・感染拡大

し、クラスターが発生した恐れがある場合

ウ 宿泊施設において感染者が発生し、感染

者及び濃厚接触者の人数や行動歴等から、

他の大会参加者への感染拡大、クラスター

の発生の恐れがある場合

・日本スポーツ協会
・文部科学省（スポーツ庁）
・秋田県
・鹿角市
・全日本スキー連盟

県から情報提供

・日本スポーツ協会
・文部科学省
（スポーツ庁）

・日本スポーツ協会
・文部科学省（スポーツ庁）
・秋田県
・鹿角市
・全日本スキー連盟

各関係機関・団体等

へ周知

ア 各都道府県体育・スポーツ協会
イ 各都道府県スキー連盟
ウ 各都道府県スポーツ主管課
エ 報道機関
オ その他関係者
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５ 発熱者及び体調不良者発生時の対応 

（１）医療機関等への連絡 

  ① 大会期間中において、体温を測定し、３７．５℃以上又は平熱より１℃以上高い場 

合や体調不良（咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常等）の場合は、「あきた新型コ 

ロナ受診相談」センター」に電話相談してください。 

 

② 県内在住者で開催地及びその周辺地域にかかりつけ医や身近な医療機関がある場 

合は、当該医療機関に電話相談してください。 

  ③ 「あきた新型コロナ受診相談センター」又はかかりつけ医等に電話相談した場合は、 

電話した旨、電話内容（受けた指示等）について、実施本部に報告してください。 

  ④ 報告に当たり、選手団の監督や各団体の代表者等が報告を行ってください。 

⑤ 医療機関やかかりつけ医等への移動は、原則、本人又は派遣元が行ってください。 

 

（２）感染が確認された場合 

  ① 大会中止判断の方針に基づき、主催者で協議の上、大会中止の可否を判断します。 

  ② 感染者は、本県内の入院協力病院への入院又は宿泊療養施設への入所など保健所の 

指示に従ってください。 

 

６ 大会参加に関する留意事項 

  以下の事項は、参加に当たり、感染拡大を防止するための基本的な事項となりますので、 

参加者各自において留意してください。 

（１）体調の確認 

  参加者は来県前及び競技会場への出発前に、自らの体調を十分に確認した上で参加し 

てください。 

 

（２）「３密」の回避 

  感染拡大の共通点は、①換気の悪い「密閉空間」、②多数が集まる「密集場所」、③間 

近で会話や発声をする「密接場面」の３つの条件がそろう場所とされています。 

「あきた新型コロナ受診相談センター」 

＜２４時間受付＞ 

  TEL：０１８－８６６－７０５０ 

＜８：００～１７：００（毎日）＞ 

  TEL：０１８－８９５－９１７６  TEL：０５７０－０１１－５６７ 

※本県では受診・検査が可能な医療機関は非公表のため当該センターでご案内します。 
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参加者は換気が悪い空間に集団で集まることを避けるとともに、「３密」が重ならな 

い場合でも、感染リスクを低減するためにできる限り「ゼロ密」を心がけてください。 

     

（３）人と人との距離の確保 

  ① 感染予防の観点から、介助者や誘導者などが必要な場合を除き、周囲の人との距離 

を空け、屋外にあっては、人と人との距離を少なくとも２ｍ空けるよう心がけてくだ 

さい。 

② 激しい呼気や大きな声を伴う運動は、感染リスクの可能性が指摘されていますので、 

より一層距離を空けてください。 

 

（４）マスク持参のお願い 

式典会場、競技会場及び宿泊施設に入る際には、マスクを持参してください。受付時 

などでマスクを準備しているか確認する場合があります。 

 

（５）マスク着用の徹底 

 ① 屋内外を問わず、原則マスクを着用し感染防止対策を行ってください。選手の競技 

中のマスク着用は本人や監督等の判断によりますが、受付、着替え、表彰式等競技を 

行っていない間や会話する場合には、他の参加者への感染を防止するためマスクを着 

用してください。 

② 外気を取り込みにくいマスクを着用する場合、競技等運動を行った際に、十分な呼 

吸ができず人体に影響を及ぼす可能性があります。息苦しさを感じた場合は速やかに 

マスクを外す、休憩を取る等の無理のない対応を行ってください。 

 

（６）手洗いの徹底及び手指消毒の実施 

   こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。 

 

（７）定期的な換気 

 宿泊施設の居室や洗面所（トイレ）など屋内では、換気の悪い空間とならないよう定 

期的な換気を行ってください。 

 

（８）IDカードの携帯 

      開催市実行委員会で発行するIDカードを所持された方のみ、会場内に入場出来ます。 

入場時はIDカードを携帯してください。 
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（９）主催者の費用負担 

   医療機関でのPCR検査等の検査費用、入院や外出自粛を要請された場合の宿泊施設等 

の滞在費など、新型コロナウイルス感染症に関する一切の費用について主催者は負担し 

ません。 

 

（10）接触確認アプリ等の導入 

   自分自身や地域住民・社会を守るためにアプリ等の導入をお願いします。 

  ① 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） 

    本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブル 

ートゥース）を利用して、お互いに分からないようプライバシーを確保しながら、新 

型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることがで 

きるアプリです。 

アプリの詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

ア アプリのインストール及び携帯 

・ 選手・監督、チームスタッフにあってスマートフォン利用者は、原則、国体 

参加申込時にインストールの上、利用状態にし、競技実施等に支障がある場合 

を除き常に携帯してください。 

・ 選手、監督、チームスタッフ以外の参加者にあってスマートフォン利用者は、 

原則、来県若しくは競技会場、宿泊施設等への来場前にインストールの上、利 

用状態にし、常に携帯してください。 

② 秋田県版新型コロナ安心システム 

本システムは、施設やイベント会場などに掲示されたＱＲコードを、施設の利用者 

等がLINEアプリで読み取り、読み取った日時の情報を秋田県が取得することで、後 

日、他の施設利用者等に感染が判明した際に、登録いただいた方に濃厚接触の疑いが 

ある場合やクラスターの発生（おそれを含む）が確認された場合など、必要がある場 

合にのみ秋田県から感染拡大防止に向けたお知らせなどを行うシステムです。 

システムの詳細は、秋田県公式サイト「美の国あきたネット」から確認してくださ 

い。 

URL）https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/50770 

ア アプリのインストール及び読み取りの実施 

・ 参加者にあってスマートフォン利用者は、原則、来県若しくは競技会場、宿泊 

施設等への来場前にインストールの上、滞在期間中は毎日、各施設や会場に掲示 

しているＱＲコードを読み取ってください。 
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Ⅲ 参加者への注意事項 

 

参加者は自らの体調を十分に確認した上で参加してください。 

また、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい基礎疾患（糖尿病、心不

全、呼吸器疾患、高血圧、透析を受けている方等）を持っている場合は、感染

のリスクを考慮の上、参加判断を行ってください。 

 

１ 大会参加の見合わせ及び証明書類等の提出 

（１）参加の見合わせ 

次の事項に該当する場合は、参加を見合わせてください。 

① 体調不良の場合 

ア 風邪の症状（咳・咽頭痛等）や発熱 

イ 咳が長引く（１週間程度）、強いだるさ（倦怠感） など 

② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

家族や同居されている方は既に感染している可能性があります。 

③ 過去１４日以内に海外渡航歴がある又は当該在住者との濃厚接触があ 

 る場合 

海外渡航歴については、過去１４日以内に政府から入国制限、入国後 

の観察期間を必要とされている国、地域等へ渡航した場合が該当します。 

 

（２）証明書類等の提出 

大会開催前、大会期間中、大会開催後の各期間において、参加者の体調 

及び行動歴の確認を行います。各期間の対応は後述するとおりです。 

 

２ 大会開催前（県外から本県への出発前／県内から競技会場への出発前） 

（１）体調及び行動歴の記録及び報告 

① 参加者は、開催地に出発（県外から本県への出発又は県内から開催地 

への出発）する日までの１４日間にわたり、健康状態及び行動歴を様式 

１「健康観察票」により記録してください。 

② 様式１「健康観察票」について、１４日間の記録において、体温測定の 

結果３７．５℃以上若しくは平熱より１℃以上高い場合や、健康状態、行 

動歴の各項目で１つでも「有り」若しくは「はい」に該当した場合は、体 

調不良又は感染の疑いの可能性がありますので、自らの体調を確認の上、 

参加の見合わせを検討するなどの判断を行ってください。 
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③ １４日間の記録を行った様式１「健康観察票」は、本県に対しメール 

又はＦＡＸで報告してください。 

 

 

 

 

 

 

（２）感染者への対応 

大会開催日の２週間前となる令和３年２月３日（水）の時点又はそれ以 

降にＰＣＲ検査若しくは抗原検査で陽性反応があった場合は、感染者は参 

加を辞退してください。 

 

（３）濃厚接触者への対応 

保健所から濃厚接触者と認められた場合は、認定された日から１４日間 

の健康状態観察期間を経過し、症状が出ていない場合は出場しても構いま 

せん。 

 

（４）感染疑い者への対応 

① 感染疑い者は、体調不良（発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚異 

 常等）の症状があり、PCR 検査若しくは抗原検査で「陰性」だった方、又 

は医療機関を受診しなかった方となります。 

大会開催日の２週間前となる令和３年２月３日（水）の時点若しくは 

   それ以降に感染が疑われる症状が発症した場合は、インフルエンザ等の 

新型コロナウイルス感染症以外の感染症のリスクもあるため、原則、参 

加を辞退してください。派遣母体は、当該感染疑い者の派遣を取り消し 

てください。 

ただし、以下の２つの条件を満たしている場合は大会への出場を認め 

   ても構いません。 

ア 感染が疑われる症状の消失後に少なくとも８日（発症日を０日とし 

て８日間）経過している。 

   イ 薬剤を服用していない状態で、症状消失後に少なくとも３日（症状 

消失日を０日として３日間）経過している。 

 

 

＜報告及び連絡先＞ 

秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課冬季国体推進班 

TEL：０１８－８６０－１２４６ FAX：０１８－８６０－１２４９ 

e-mail sports@pref.akita.lg.jp 
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３ 会場地入りから競技会期間中 

（１）全般 

① 毎日の健康チェックと行動チェックを心がけてください。 

② 実施本部では、会期中（宿泊を伴う場合は入宿日から）における開催 

地に滞在する期間（以下「滞在期間」という。）中の参加者の健康状態及 

び行動歴を確認します。 

③ 参加者は、滞在期間中は毎日、様式２「健康チェックシート」を競技 

会場の受付場所にいる実施本部員に提出してください。 

④ 入場の際には、選手団又は所属団体の代表者が、参加者分の様式２「健 

康チェックシート」をまとめて提出してください。  

⑤ 提出にあたり、競技が終了したため競技会場へ来場しない、 宿泊施設 

から外出しない等の特別な理由がある場合に限り、様式２「健康チェッ 

クシート」をスマートフォン等で撮影し、メール送信しても構いません。 

 

（２）宿泊施設 

① チェックイン時 

ア 宿泊施設へチェックインする際は、フロントや施設の指定の場所で 

 検温を行ってください。 

イ 宿泊責任者などの代表者がまとめてチェックインを行い、代表者以   

 外の宿泊者は一つの場所に固まらず、分散して待機してください。 

ウ 発熱、咳、咽頭痛等の症状があり、体調が良くない場合は、選手団 

帯同スポーツドクターと協議し、「あきた新型コロナ受診相談センタ 

ー」やかかりつけ医等に電話相談の上、電話した旨、電話内容を速や 

かに宿泊施設及び実施本部に報告してください。 

② 宿泊施設から出発する時 

ア 宿泊施設に入宿後、競技会場へ出発する前に検温及び当日の体調を 

 確認し、様式２「健康チェックシート」に記入してください。 

イ 各宿泊施設の指定場所に非接触型体温計を設置していますので、宿 

 泊責任者等の代表者が体温を測定してください。 

ウ 宿泊者本人又は代表者は、様式２「健康チェックシート」に当日の 

 体温を記入してください。 

エ 体温を測定し、３７．５℃以上若しくは平熱より１℃以上高い場合 

又は体調が良くない場合は、選手団帯同スポーツドクターと協議し、 

「あきた新型コロナ受診相談センター」やかかりつけ医等に電話相談 

の上、電話した旨、電話内容を速やかに宿泊施設及び実施本部に報告 
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してください。 

③ 宿泊施設滞在中（各エリアの留意点） 

ア 客室 

・ 定期的に客室の窓を開けて、換気を行ってください。 

・ 客室内のトイレでは、蓋を閉めて汚物を流してください。 

イ 大浴場 

・ 入浴時間帯が集中して浴室内が混雑することがないよう、大勢 

での入浴を避け、個々人の利用時間を短くし、速やかに退室して 

ください。 

・ 脱衣室などに備え付けてあるタオルを極力使用しないこととし、 

客室内の個人用タオルを持参し使用してください。 

・ 浴室や浴槽、サウナ等の個室内ではソーシャルディスタンスの 

確保を心がけ、大声で話さないよう努めてください。 

ウ 食事会場 

・ 食事会場の収容人数等の関係から、人数制限や滞在時間の制限 

が行われる場合があります。宿泊施設の指示に従い入場してくだ 

さい。 

・ 飛沫感染防止のため対面での食事を禁止とする施設があります 

ので、宿泊施設の指示に従ってください。 

・ 食事会場に入場する際には、手洗い、手指消毒を徹底し、食事 

開始までマスクの着用を心がけてください。 

・ 発熱、咳、咽頭痛等の症状があり、体調が良くない場合は、入 

場をしないこととし、選手団の帯同スポーツドクターや宿泊責任 

者等の代表者に申し出てください。代表者は宿泊施設の従業員の 

その旨を報告の上、宿泊施設の指示に従ってください。 

 

（３） 交通輸送 

① 無料シャトルバスの利用 

  ア 検温の実施 

 ・ 実施本部員が乗車前に検温を行い、体温が３７．５℃以上又は 

平熱より１℃以上高いことや、体調不良の申し出等が確認された 

場合は、実施本部員の指示に従い、乗車を控えてください。 

イ 車両利用時 

・ 無料シャトルバス乗車の待ち時間及び乗車時には、利用者同士 

の距離を十分に確保してください。 
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       ・ バス内の通路で滞留が発生しないよう、乗車時は小グループに 

分け乗車してください。 

    ・ 乗車中はマスクを着用し、大声での会話を控えてください。 

    ・ ゴミはエチケット袋に入れ持ち帰ってください。 

 

② 自家用車・レンタカー利用者 

ア 車内が密にならないよう乗車人数を考慮し車両を利用してくださ 

い。 

イ 移動中はマスクの着用の上、手指衛生の徹底、必要以上の会話や飲 

食を避けてください。 

 

（４）競技会場 

  ① 全日本スキー連盟の「新型コロナウイルス感染対策ガイドライン」や 

   競技毎のガイドラインを参照の上、競技に参加してください。 

② 報道員からの取材を受ける場合は、指定された場所でのみ対応してく 

ださい。 

③ 体調不良者が確認された場合は、選手団の帯同スポーツドクターや監 

督などの代表者に報告してください。代表者は実施本部に報告、実施本 

部の指示に従ってください。 

④ 発熱や体調不良の対応 

ア 体温を測定し、３７．５℃以上又は平熱より１℃以上高いなど体調 

不良の場合は発熱対応用の救護本部へ移動していただきます。 

イ 選手団の帯同スポーツドクターや救護所の医師や看護師、スタッフ 

と協議し、「あきた新型コロナ受診相談センター」に電話相談し、指示 

を受けてください。 

  

（５）表彰式・各種会議 

① 宿泊施設、自宅等からの出発前に検温を行ってください。 

② 施設への入場時にサーモグラフィー又は非接触型体温計で参加者の検 

温を実施し、参加者の安全確認を行った上で入場してもらいます。 

③ 当日、競技会場で様式２「健康チェックシート」を提出している場合 

を除き、表彰式及び各種会議会場では、様式２「健康チェックシート」 

の提出を求めます。 

④ 受付時に、症状や健康チェックシートの記入の不備がある場合は、当 

該項目の確認を行った上で入場してもらいます。 
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⑤ 体温を測定し、３７．５℃以上若しくは平熱より１℃以上高いなど体 

調不良又は感染の疑いがあると確認された参加者は、医療機関の受診や 

帰宅を促すなど必要な対応を取りますので、実施本部の指示に従ってく 

ださい。 

 

４ 競技会終了後の対応 

（１）宿泊施設のチェックアウト時 

① 出発前に検温を行ってください。 

② 体温を測定し、３７．５℃以上若しくは平熱より１℃以上高い場合又は 

体調が良くない場合は、選手団帯同スポーツドクターと協議し、「あきた 

新型コロナ受診相談センター」やかかりつけ医等に電話相談の上、電話し 

た旨、電話内容を速やかに宿泊施設及び実施本部に報告してください。 

 

（２）体調及び行動歴の記録及び報告 

① 競技会終了後又は開催地出発後、１４日間にわたり、健康状態及び行 

動歴を様式１「健康観察票」により記録してください。 

② １４日間の記録を行った様式１「健康観察票」は、本県に対しメール 

又はＦＡＸで報告してください。 

③ 上記１４日の期間内に新型コロナウイルスに感染（陽性反応）した場 

合は、速やかに連絡してください。 
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Ⅳ 競技会運営、競技会場及び宿泊施設等に関する 

対策・対応 

 

１ 競技会運営 

  大会での感染リスクを抑え、選手・監督をはじめとした参加者及び大会関係者の 

安全・安心を確保するために、次のとおりとします。 

 

（１）開始式の中止 

① ２月１８日（木）に予定していた開始式は以下の理由から中止とします。 

 ア 開始式への参加予定人員に対して、選手団の移動及び待機時に「３密」を 
避けるための十分なスペースを会場内に確保するのが困難 

イ 競技開始前の感染リスクの回避 
 開始式の中止に伴う代替措置として、大会公式ウェブサイト上での主催者 
代表によるあいさつ動画の配信等を行います。 

 
（２）無観客での競技実施 
  ① 競技会場への一般観客の入場は、以下の理由から認めないこととし、無観客 

で競技を実施します。 
 ア 競技及び競技会場の特性上、選手や観客等が暖を取る場所や競技会観覧時 

の場所が限定的 
   イ 選手と観客の動線分離やソーシャルディスタンスの確保などの「３密」を 

避ける対策、行動を規制する対策が困難 
   ウ 新型コロナウイルス感染者の発生に備えた来場者の連絡先や行動歴の把 

握等、個人情報の収集、管理が困難 
② 無観客での競技実施に伴う代替措置として、「国体チャンネル」によるイン 

ターネットを介した競技のライブ映像の配信等を行います。 
 

２ 競技会場及び各種会議会場 

（１）競技会場 

  ① 会場全体 

   ア 会場の出入り口、会場内各所に消毒液を設置します。 

イ 屋外の競技会場では、参加者が極力混合しないよう、ゾーニングを行いま 

す。 

16



 
 

ウ 会場内では、感染拡大防止を呼び掛ける場内アナウンスをこまめに行いま 

す。 

エ 会場内では、実施本部員が巡回し、参加者の感染拡大防止対策の確認を行 

うとともに、必要に応じて参加者に声掛けを行い、注意を促します。 

オ 発熱者や体調不良者の発生に備え、屋外には発熱者用救護所、屋内にあっ 

ては隔離用の部屋を設けます。 

カ 競技会場における発熱者や体調不良者に対応する担当者を決めます。 

   キ 発熱者や体調不良者に対応する実施本部員は、マスク、手袋の着用等適切 

な防護対策を講じます。 

   ク 不特定多数が利用若しくは接触する場所は、施設管理者の定期清掃に加え、

県及び開催市による定期的な清掃、消毒作業を行います。 

   ケ 「３密」を防ぐために、喫煙所は設置しません。 

② 受付 

ア 複数の受付場所を設け、受付場所の混雑解消を図ります。 

イ 受付場所には、サーモグラフィー及び非接触体温計を常備し、参加者の検 

温を行います。 

ウ 様式２「健康チェックシート」の受理に当たり、飛沫感染防止のため、ア 

クリル板等を設置します。 

エ 様式２「健康チェックシート」に記入漏れ等の不備がある場合は、当該項 

目の確認を行います。 

オ 体温を測定し、３７．５℃以上若しくは平熱より１℃以上高い場合又は体 

調が良くない場合は、会場内への入場を許可せず、医療機関の受診や帰宅を 

促すなど必要な対応を取ります。 

③ 救護所 

   ア 競技会場では、怪我等の対応を行う救護所のほか、発熱者（疑い含む）専 

用の救護所を設置します。 

   イ 救護所に入る前に検温を行います。発熱が確認された場合は、発熱者対応

用救護所で対応します。 

④ プレスセンター 

   ア 室内の定期的な換気を実施し、参加者が接触する机などの清拭消毒を行う 

ほか、出入口に手指消毒液を設置します。 

   イ 参加者と実施本部員の接触を出来る限り避けるため、参加者一人ひとりへ 

の競技結果の紙媒体の提供は行いませんので、次の方法により確認してくだ 

さい。 

・ プレスセンター内に用意した競技結果の写しをコピーする 
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・ 公式ウェブサイト内に設けられる競技結果のページの閲覧する 

・ 指定の掲示場所に貼り出した競技結果を確認する 

⑤ 選手等控え室（テント） 

競技会場内に設置される選手等控え室のテントは、テントの数を増設し、間 

隔を空けたレイアウトとします。 

⑥ おもてなし会場・ふるまいブース 

   ア おもてなし会場やふるまいブースでの飲食物の提供は、一般社団法人日本 

フードサービス協会、一般社団法人全国食品衛生同業組合中央会が作成した 

「外食業の事業継続のためのガイドライン」や日本スポーツ協会が作成した 

基本指針を参考に行います。 

   イ 飲食ブース用のコンテナハウスに、飛沫感染防止のためのビニールカーテ 

ンを設置します。 

   ウ 「３密」を防ぐために、喫煙所は設置しません。    

⑦ トイレ 

   ア 定期的な清掃、消毒作業を行います。 

   イ 競技会場（アルパス）内のトイレには蓋付きのゴミ箱を設置します。 

 
（２）表彰式／各種会議 
  ① 会場全般 
   ア 会場の出入り口、会場内各所に消毒液を設置します。 
   イ 会場内に救護所を設置し、発熱者及び体調不良者の発生に備え、隔離用の 

部屋を設けます。 
ウ 競技会場における発熱者や体調不良者に対応する担当者を決めます。 
エ 発熱者や体調不良者に対応する実施本部員は、マスク、手袋の着用等適切 

な防護対策を講じます。 

オ 不特定多数が利用又は接触する場所は、施設管理者の定期清掃に加え、県 

及び開催市による定期的な清掃、消毒作業を行います。 

カ 「３密」を防ぐために、喫煙所は設置しません。 

② 受付 
ア 施設への入場時にサーモグラフィー又は非接触型体温計で参加者の検温 
を実施し、参加者の安全確認を行った上で入場していただきます。 

イ 検温は、参加者同士の接触をできる限り避け、間隔を空けて行います。 
ウ 受付時に、症状や健康チェックシートの記入の不備がある場合は、当該項 
目の確認を行った上で入場していただきます。 

エ 体温を測定し、３７．５℃以上若しくは平熱より１℃以上高い場合又は体調 
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が良くない場合は、会場内への入場を許可せず、医療機関の受診や帰宅を促す 
など必要な対応を取ります。 

  ③ 表彰式 
ア 表彰式（種目別表彰式を含む）への参加に当たっては、「３密」を避けるた 
め、必要最小限の人数となるよう各団体で調整していただく場合があります。 

イ 表彰式会場では、選手、関係者、報道員等のゾーニングを行います。 
④ 各種会議 

    飛沫、接触回避のため座席の間隔を空けて参加者同士の距離をとります。 

 

３ 宿泊施設 

（１）宿泊者の受入 
    宿泊者の配宿に当たり、宿泊者の人数や配宿可能な部屋数等を精査し、国体 

の実施要項における宿泊要項で定められた１人の宿泊に要する広さを拡大し、 
１人当たり２．５畳（４．５㎡）以上とします。 

 
（２）宿泊全般 

 宿泊施設は、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日 
本シティホテル連盟が作成した「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガ 
イドライン（第１版）」及び一般社団法人日本温泉協会が作成した「温泉施設 
における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第２版）」を参考に対策を行 
います。 
 

（３）ワックスルームの対策 
① 宿泊施設は、定期的に室内の換気を行い、適宜清掃、消毒を行います。 
② 宿泊施設は、ワックスルーム利用者が「３つの密」を回避できるよう、ワ 
ックスルームで使用する部屋の定員を半数以下とします。 

③ 利用出来る人数は、部屋の入り口に掲示する等の対応を行います。 
 
（４）体調不良者が発生した場合 
  ① 施設の従業員はあらかじめ準備した隔離部屋に体調不良者を案内するほか、 

状況に応じて客室内に待機するよう指示を行います。 
② 宿泊施設は、感染が疑われる宿泊者に対応する従業員を極力制限し、対応時 
にはマスクを着用の上、対応します。 

③ 従業員は感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋 
を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れる場合は、手洗い、うがいを行いま 
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す。使用後のマスク及び手袋は、適切な方法で廃棄します。 
④ 食事を提供する場合は、従業員と体調不良者との接触を避けるため、部屋 

の中までの配膳は行わず、部屋の前に置くなどの対応を取ります。 
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℃
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℃
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℃
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感
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字
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様式2

記入日

氏　　名

住　　所

電話番号

（※日中に連絡が取れる電話番号を記入してください）

℃

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

※１ 濃厚接触とは、「新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と１ｍ程度以内で、

マスクなどで口元が覆われていない状態で１５分以上接触があった場合」と定義します。

※２ 過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

渡航した場合

※３ 過去１４日以内にクラスターが発生している都道府県や該当地域に在住又は出張・休暇等で

訪れた場合

※４ 本票は、一定期間補保管した後、破棄します。

健康チェックシート

　　以下の項目に記入をお願いします。

　健康チェックシートを提出する当日の体調及び状況についてお答えください。

　37.5℃以上又は平熱より1℃以上の発熱

　風邪の症状（咳、咽頭痛、鼻汁）

　頭痛

行
　
動
　
調
　
査

健
　
康
　
調
　
査

　当日（宿泊施設等出発前）の体温

　味覚や嗅覚の異常

　新型コロナウイルスに感染（陽性）された方と
　濃厚接触※１がある

　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　海外渡航※２

　出張・休暇※３

　息切れや息苦しさ

　立位や座位がつらい程の倦怠感

　下痢

　嘔気・嘔吐

　眼の痛みや眼球結膜の充血
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